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グローバルレスポンシブルビジネス 

 

 

− コンプライアンス − 
 

 

企業価値向上の観点から、コンプライアンスを含む内部統制体制の整備と運用を経営の最重要事項の一つと認識し、
Fujitsu Way の「行動規範」を組織全体に周知徹底します。さらに、あらゆる事業活動において、社会的な規範を含む 

より高いレベルの企業倫理を意識し、誠実に行動します。 
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コンプライアンス 

目標 

 ありたい姿  

富士通グループは、企業価値の維持・向上の観点から、コンプライアンスを含む内部統制体制の整備および運用を経
営の最重要事項の 1 つと認識し、Fujitsu Way の「行動規範」を組織全体に周知徹底する。さらに、あらゆる事業活動
において社会的な規範を含むより高いレベルの企業倫理を意識し、誠実に行動する。 

 2022年度目標  

コンプライアンスに係る Fujitsu Way「行動規範」の組織全体への周知徹底をさらに図るために、グループ全体にグロ
ーバルコンプライアンスプログラムを展開することで、高いコンプライアンス意識を組織に根付かせるとともに、経
営陣が先頭に立って、従業員一人ひとりがいかなる不正も許容しない企業風土（ゼロトレランス）を醸成する。 

KPI：社⻑、部門⻑またはリージョン⻑からコンプライアンス遵守の重要性をメッセージとして発信（1回／年以上） 

 

方針・推進体制 
 

富士通グループでは、「内部統制体制の整備に関する基本方針」（注 1）に基づき、取締役会に直属するリスク・コンプラ
イアンス委員会（委員⻑：代表取締役社⻑）が、グループ全体のコンプライアンスをグローバルに統括しています。リス
ク・コンプライアンス委員会は、Chief Risk Management & Compliance Officer（CRCO）を任命し、コンプライアンスに関す
る委員会の方針決定とその実行に当たらせるとともに、グローバルコンプライアンスプログラムを整備しました。 

また、下部委員会として各リージョンに設置されたリージョン・リスク・コンプライアンス委員会と連携し、グループ全
体での Fujitsu Wayの「行動規範」の認知度向上とその遵守を図っています。 

グローバルコンプライアンスプログラムの運用状況については、リスク・コンプライアンス委員会、リージョン・リスク・
コンプライアンス委員会で定期的に確認し、取締役会に報告しています。経営層による実践および監督の下、富士通グル
ープの事業活動に関わる法規制等の遵守に必要な社内ルール、教育、監視体制の整備と運用を推進しています。 

 

注1 内部統制体制の整備に関する基本方針 

https://pr.fujitsu.com/jp/ir/report/2019/n120.pdf（P.3-P.8） 

 

Fujitsu Wayの行動規範の内容 
 

Fujitsu Wayにおいて、富士通グループの全社員が遵守すべき原理原
則である「行動規範」を右記のとおり⺬しています。 

また、富士通では、Fujitsu Wayの「行動規範」を詳細化し、富士通
グループに所属する全世界の社員が法令を遵守し行動する手引き
として作成した Global Business Standards（GBS）（注 2）を 20言語
で展開し、富士通グループで統一的に運用しています。 

 

 

注2 Global Business Standards 

http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jphil/philosophy/codeofconduct/GlobalBusinessStandards_V20.pdf（P.22） 

 

経営者の取り組み 
 

富士通では、社員へのメッセージ発信など、経営者がコンプライアンスに取り組む意思表⺬を積極的かつ継続的に行うこ

Fujitsu Wayの行動規範 
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とにより、富士通グループ全体における行動規範および GBSの浸透・実践を図っています。 

 

社⻑自らが国内外の全社員向けに、談合・カルテルをはじめとするコンプライアンス違反からの決別を宣言するメッセー
ジを繰り返し発信しています。海外においても、リージョン⻑やグループ会社の経営層より、コンプライアンスと不正を
許容しない企業文化（ゼロ・トレランス）の重要性を説くメッセージを継続的に発信しています。 

さらに、国連が提唱する「国際腐敗防止デー」（12月 9日）にあわせて Fujitsu Compliance Weekを定め、コンプライアン
スについて改めて考え、対話を促すメッセージのグループ一⻫発信などを行っています。 

 

グローバルコンプライアンスプログラム 
 

富士通では、Fujitsu Wayの「行動規範」および GBSの浸透・実践を図るために、グローバルコンプライアンスプログラム
（Fujitsu Global Compliance Program： GCP）を策定し、グループ全体のグローバルな法令遵守体制の維持・向上に取り組
んでいます。GCPでは、様々なコンプライアンスに関する活動を 5つの柱として体系的に整理し、当社が継続的に取り組
むべき事項を明確化するとともに、富士通のコンプライアンス体制・活動への理解促進を対外的にも図っています。各リ
ージョンにおいては、これに基づき各国・地域の法制度、政府機関の指針などを踏まえ、様々な施策・取り組みを実施し
ています。 

GCPの実行にあたっては、グループ内の規定を整備し各リージョンにおけるコンプライアンス業務の責任者を配置して体
制を確保しています。社員に対しても様々な教育を継続的に実施し、Fujitsu Wayの「行動規範」および GBSの浸透を図っ
ています。また、不正等の未然防止・早期発見・是正を図るため、内部通報窓口（注 3）を設置しているほか、コンプラ
イアンス違反が発見された場合は、直ちにリスク・コンプライアンス部門に報告することが定められています。その他、
リスクアセスメントや監視、外部専門家のレビューなどを通じて、GCPの実効性の確認を定期的に行い、GCPの継続的な
改善を図っています。 

グローバルコンプライアンスプログラムの推進については以下の PDFをご覧ください。 

 

 グローバルコンプライアンスプログラムの推進について 

https://www.fujitsu.com/jp/documents/about/csr/compliance/2020_Promoting_GCP_jp.pdf 

 

 
注3 内部通報窓口： 

富士通グループにおいては、グループ全社員（退職者、出向者、契約社員、嘱託社員、派遣社員などを含む）からの内部通報・相
談（匿名によるものを含む）を受け付ける窓口を社内外に設置し、「コンプライアンスライン／Fujitsu Alert」として運用していま
す。 

注4 国内においては、「お取引先コンプライアンスライン」を設置し、富士通および国内グループ会社が直接、物品・サービス・ソフ
トウェアなどを調達しているお取引先からの通報を受け付けています。また、海外においては、お客様やお取引先等の第三者か
らの通報も含め、20言語で 24時間 365日受け付けています。 
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 Fujitsu Alert 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/102834/index.html 

 お取引先コンプライアンスライン 

https://www.fujitsu.com/jp/about/csr/management/compliance/complianceline/ 

 

安全保障輸出管理への取り組み 
 

国際的な平和・安全の維持という観点から、大量破壊兵器や通常兵器の開発・製造に転用される可能性がある貨物・技術
の輸出・移転については、国際的な安全保障輸出管理の枠組みによって管理されています。わが国でもその枠組みの中で
「外国為替及び外国貿易法」（「外為法」）の下、安全保障輸出管理規制が実施されています。 

富士通においても、Fujitsu Wayの行動規範の 1つ「法令を遵守します」にしたがって、外為法だけでなく「域外適用」さ
れる米国輸出管理規則（EAR）に則った安全保障輸出管理推進を基本方針とする「安全保障輸出管理規程」を制定し、そ
の徹底に努めています。 

管理体制としては、代表取締役社⻑を安全保障輸出管理の最高責任者に、法務・知財・内部統制推進本部安全保障輸出管
理室を推進組織として体制整備し、すべての貨物輸出・海外への技術提供について該非判定と取引審査（仕向先国・地域、
用途、顧客の確認）を実施し、必要な輸出許可を取得したうえで輸出を行っています。また、法令違反発生時には速やか
な報告を行うことを「安全保障輸出管理規程」において定めています。業務遂行に際しては、輸出管理規制を管轄する経
済産業省とも緊密に連携しつつ、法令違反など「漏れ」のない管理の徹底に努めています。 

この安全保障輸出管理における社内制度を維持・継続していくために、定期的な監査および役員・社員に対する輸出管理
教育を継続しています。 国内外のグループ各社に対しては、適切な安全保障輸出管理に向けた規則の制定や体制の確立
について指導するとともに、教育支援、監査支援、グループ間情報交換会の開催などの活動を行っています。また、2013

年度より全世界の海外グループ会社に対し、20言語による e-ラーニングで安全保障輸出管理基礎教育を展開しています。 
 

財務報告の適正性を確保するための体制 
 

富士通では、取締役会において決議された「内部統制体制の整備に関する基本方針」で以下のことを定めています。 

 

1. 当社は、最高財務責任者のもと、財務報告を作成する組織のほか、財務報告の有効性および信頼性を確保するため、
富士通グループの財務報告に係る内部統制の整備、運用および評価を統括する組織を設置する。 

2. 当該各組織において、富士通グループ共通の統一経理方針ならびに財務報告に係る内部統制の整備、運用および評価
に関する規程を整備する。 

 

運用状況 
 

富士通では、リスク・コンプライアンス委員会の指揮の下、内部統制および内部監査を担当する組織が EAGLE Innovation

と呼ぶ体制を構築し、企業会計審議会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の原則に基づいて
規程を整備しています。これに基づいて、富士通グループ全体の財務報告に係る内部統制の評価を実施しており、活動状
況および評価結果等については、最高財務責任者およびリスク・コンプライアンス委員会等に報告しています。 

 

税務に対する考え方 
 

富士通における税務コンプライアンスは、Fujitsu Wayの「行動規範」に則り、遂行されています。 

 

 各国の租税法令・条約等、OECDが主導する BEPS（税源浸食と利益移転）等のガイドラインをその趣旨・精神を理解
したうえで遵守し、適正な申告や納税に努めています。 

 関係会社間の取引においては独立企業間価格の原則を遵守します。それにより事業活動が行われていないタックス
ヘイブン国や軽減税国への租税回避を意図した利益移転行為はいたしません。 
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また、税務当局との関係においては、Fujitsu Way の大切にする価値観に則り、倫理観と透明性をもって誠実に行動しま
す。 

上記を踏まえたうえで、企業価値を継続的に向上させるため、適正な税務管理の実現を目指しています。 

 

2019年度実績 
 

コンプライアンス教育 
 

 富士通グループの全役職員を対象としたコンプライアンス e-ラーニング（約 13万人を対象に、20言語で実施） 

 各リージョン・会社別、階層別、部門別の e-ラーニング・対面研修 

（例：新任役員向け教育、管理職向け教育、海外赴任者向け研修、新入社員教育、営業部門向け教育など） 

 

安全保障輸出管理 
 

 定期内部監査：富士通社内 30部門 

 グループ会社輸出管理責任者向けセミナー：国内グループ会社 61社 

 監査・教育・体制強化支援：国内グループ会社 26社、海外グループ会社 7社 




